
三芳町地域公共交通
計画の策定に向けて
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地域公共交通計画について
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三芳町立地適正化計画の策定
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立地適正化計画と地域公共交通計画
の関係

立地適正化計画で町における
拠点や居住地域を示す

地域公共交通計画で拠点と居
住地域をつなぐ交通の在り方
を示す

⇓

効率的で利便性の高い交通で
出歩きやすい街を実現し、にぎ
わいのあるまちづくりへ寄与す
る
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地域公共交通計画の策定により目指
したい事柄

まちづくりとしての狙いととも
に、中長期的な視点で公共交通
の利便性向上・持続可能な交通
の整備を目指し、目標を設定す
ることで、公共交通の在り方を
評価しながらPDCAサイクルを
展開していきたいと考えている。

また、利便性を向上するための
新たな事業構築（利便増進事業、
新交通システムの構築など)を
見据えることができると考えて
いる。
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地域公共交通計画策定に必要な事項
地域公共交通計画は「地方公共交通の
活性化及び再生に関する法律」に基づ
く計画となるため、策定に際しては本
法律に基づく法定協議会を設置し、協
議する必要があります。ただし、必要な
条件さえ満たせれば、既存の地域公共
交通会議に法定協議会の機能を付与す
ることができます。

また、この法定協議会は計画策定の主
体となることとなります。さらに、国交
省の「地域公共交通調査事業」に伴う補
助金が交付される対象となっており、
法定協議会で口座を持つ＝会計管理を
行っていくこととなります。
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地域公共交通計画策定に必要な事項

7



地域公共交通会議への法定協議会の機能の付与等お
よび地域公共交通計画の策定スケジュールについて

皆様のご了解が得られましたら、地
域公共交通会議設置要綱の改定を進
め、法定協議会の機能を付与すると
ともに、会計に関する条項の設置と、
監事の設置等を含めた改定案を提出
し、年度内には移行したいと考えて
おります。

法定協議会への移行と並行して、地
域公共交通調査事業補助金の交付に
向けた申請を進め、令和５年度に交
付を受けられるよう準備します。

５年度からは地域公共交通計画の策
定を約１年半かけて進めていく見込
みです。
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